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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、当社の発行する第一回 I 種優先株式（以下、「I 種優先株式」という。）に関する内容の一

部変更（定款一部変更（その１））および発行済株式のすべてを消却したＡ種ないしＨ種優先株式の

関係条文の削除（定款一部変更（その２））について、臨時株主総会および各種類株主総会に上程す

ることを本日開催の取締役会で決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ致します。 

 

記 

 

１．定款一部変更（その１） 

 

（１）変更の目的 

当社の発行するＩ種優先株式については、一定の行使期間（当社取締役会決議に基づき平成２

９年８月１日から平成３９年８月１日までと定められております。）、当社がＩ種優先株式を取得

し、これと引換えに定款に定める条件により算出される数の普通株式を交付することを当社に対

して請求することができる権利（以下、「取得請求権」という。）を有する旨が規定されており、

さらに、行使期間の末日までに取得請求権が行使されなかった場合、その翌日（平成３９年８月

２日）に、当社が、全Ｉ種優先株式を取得し、これと引換えに定款に定める条件により算出され

る数の普通株式を交付する旨の定め（以下、「一斉取得条項」という。）が規定されています。 

Ｉ種優先株主による行使期間中の取得請求権の行使により、または、一斉取得条項に基づき、

当社がＩ種優先株式を取得する対価として普通株式を交付した場合、普通株式数が増加すること

となります。このような普通株式の希薄化が生じた場合、株価に影響を与える可能性も考えられ

ます。 

一方、当社定款では、Ｊ種優先株式についても I 種優先株式と同様に、Ｊ種優先株主が、普通

株式が交付されることとなる取得請求権を有する旨および普通株式を対価とする一斉取得条項が

規定されており、現在、Ｊ種優先株式については既に取得請求権の行使期間が開始しております。 

当社は、従来より、取得請求権の行使を前提として、それが普通株式に与える希薄化影響を

小限に抑制すべく、企業価値の向上に努めて参りました。しかしながら、株式市場の動向が不透
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明な状況の中でＪ種優先株式の取得請求権の行使期間が開始されたことや現在の当社を取り巻く

環境等を踏まえまして、当社は、普通株式の希薄化に対して一層の配慮を可及的速やかに示すこ

とが必要であると判断するに至りました。 

もとより、Ｉ種優先株式につきましては、当社は、利益剰余金を蓄積し、取得および消却する

ことを経営の優先課題の一つとして掲げており、取得請求権の行使又は一斉取得により I 種優先

株式の代わりに普通株式が交付されることに伴う普通株式の希薄化を回避することを予定してお

りました。今般、普通株式の希薄化を生じさせないという当社の従来からの方針をより明確にす

るために、Ｉ種優先株式の取得請求権を解除し、また、当該権利の行使期間終了後の普通株式を

対価とする一斉取得も行わないこととします。そして、Ｉ種優先株式の代わりに普通株式の交付

を受けることができる可能性が失われることの代替措置として、平成２９年８月１日以降の優先

配当年率を増加させることとし、また、当社がＩ種優先株式を強制償還することができる期間を

無制限とする内容変更を実施致します。 

 

（２）変更の内容 

変更の内容は、別紙［定款一部変更案（その１）］のとおりです。 

なお、定款一部変更（その１）は、平成 23 年 2 月 3 日に決議予定の、①臨時株主総会（以下、

「本臨時株主総会」という。）、②普通株主による種類株主総会、③I種優先株主による種類株主総

会および④J種優先株主による種類株主総会（以下、②から④を総称して「本種類株主総会」とい

い、本臨時株主総会と併せて「本件株主総会」という。）に上程される［定款一部変更案（その１）］

に係る議案が、原案どおり承認可決されることを条件として、平成 23 年 2 月 3日に効力が生じる

予定です。 

 

 

 

２．定款一部変更（その２） 

 

（１）変更の目的 

現行当社定款に規定されるＡ種ないしＨ種優先株式については、既に全株式が消却されており、

当社として今後これらの優先株式を発行する予定もないことから、Ａ種ないしＨ種優先株式に関

連する規定を、当社定款から削除するものであります。 

 

（２）変更の内容 

変更の内容は、別紙［定款一部変更案（その２）］のとおりです。 

なお、定款一部変更（その２）は、定款一部変更（その１）の変更の効力が生じていること、

および、平成 23 年 2 月 3日に開催予定の本臨時株主総会に上程される［定款一部変更案（その２）］

に係る議案が原案どおり承認可決されることを条件として、平成 23 年 2月 3日に効力が生じる予

定です。 
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３．定款変更の日程 

・平成 22 年 12 月 2 日  取締役会決議日 

・平成 22 年 12 月 7 日  本件株主総会に係る基準日設定公告 

・平成 22 年 12 月 22 日 本件株主総会に係る基準日 

・平成 23 年 2 月 3 日   定款一部変更（その１）についての本臨時株主総会および本種類株主総

会の決議日（予定） 

・平成 23 年 2 月 3日   定款一部変更（その２）についての本臨時株主総会の決議日（予定） 

・平成 23 年 2 月 3日   定款一部変更（その１）および（その２）の効力発生日（予定） 

 

以 上 
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定 款 一 部 変 更 案（その１） 
 （下線   は、変更部分）

現 行 定 款 変 更 案（その１） 

第２章の２ 優 先 株 式 第２章の２ 優 先 株 式 

（Ｉ種優先株式） （Ｉ種優先株式） 

第12条の10 当会社の発行するＩ種優先株式の内容は、次のとおりとする。 

 

第12条の10 当会社の発行するＩ種優先株式の内容は、次のとおりとする。 

（Ｉ種優先配当金） 

１．当会社は優先配当開始事業年度初日以降、第40条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年３月31日の 終の

株主名簿に記録されたＩ種優先株式を有する株主（以下「Ｉ種優先株主」という。）又はＩ種優先株式の登録

株式質権者（以下「Ｉ種登録株式質権者」という。）に対し、毎年３月31日の 終の株主名簿に記録された普

通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｉ種優先株式１株当たり、Ｉ種優先株式１株当たりの払込金額

（1,000円）に、それぞれの事業年度ごとに本項第２号に定める年率（以下「Ｉ種配当年率」という。）を乗

じて算出した額の配当金（円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。以下「Ｉ種優先

配当金」という。）を支払う。但し、当該事業年度において本条第５項に定めるＩ種優先中間配当金を支払っ

たときは、当該Ｉ種優先中間配当金を控除した額とする。 

② Ｉ種配当年率は、優先配当開始事業年度初日以降、次回年率修正日の前日までの各事業年度について、下記算

式により計算される年率とする。 

Ｉ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋1.00％ 

Ｉ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 

 

 

 

 

・年率修正日は、優先配当開始事業年度初日以降の毎年４月１日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日

を年率修正日とする。 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）は、各事業年度の初日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）及びその直後の（但

し、取得価額の計算のためにＩ種優先配当金を算出する場合は、その取得日の直前の）10月１日（当日が銀行

休業日の場合は前営業日）の２時点において、午前11時における日本円６ヵ月物トーキョー・インター・バン

ク・オファード・レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会によって公表される数値の平均値を指すものと

する。 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）が公表されていなければ、同日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時

間午前11時におけるユーロ円６ヵ月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円LIBOR６

ヵ月物（360日ベース））として英国銀行協会（BBA）によって公表される数値又はこれに準ずるものと認めら

れるものを日本円TIBOR（６ヵ月物）に代えて用いるものとする。 

③                      

④         

 

（Ｉ種優先配当金） 

１．当会社は優先配当開始事業年度初日以降、第40条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年３月31日の 終の

株主名簿に記録されたＩ種優先株式を有する株主（以下「Ｉ種優先株主」という。）又はＩ種優先株式の登録

株式質権者（以下「Ｉ種登録株式質権者」という。）に対し、毎年３月31日の 終の株主名簿に記録された普

通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｉ種優先株式１株当たり、Ｉ種優先株式１株当たりの払込金額

（1,000円）に、それぞれの事業年度ごとに本項第２号に定める年率（以下「Ｉ種配当年率」という。）を乗

じて算出した額の配当金（円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。以下「Ｉ種優先

配当金」という。）を支払う。但し、当該事業年度において本条第２項に定めるＩ種優先中間配当金を支払っ

たときは、当該Ｉ種優先中間配当金を控除した額とする。 

② Ｉ種配当年率は、優先配当開始事業年度初日以降、次回年率修正日の前日までの各事業年度について、以下に

掲げる事業年度の区分に応じて、対応する各算式により計算される年率とする。 

 

平成29年３月31日までに終了する事業年度：Ｉ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋1.00％ 

平成30年３月31日に終了する事業年度  ：Ｉ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋1.00％×122÷365＋

2.75％×243÷365） 

平成30年４月１日以降に終了する事業年度：Ｉ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋2.75％ 

Ｉ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 

・年率修正日は、優先配当開始事業年度初日以降の毎年４月１日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日

を年率修正日とする。 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）は、各事業年度の初日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）及びその直後の（但

し、本条第３項第２号に基づく取得価額の計算のためにＩ種優先配当金又は修正加算額を算出する場合は、そ

の取得日の直前の）10月１日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）の２時点において、午前11時における日

本円６ヵ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会によ

って公表される数値の平均値を指すものとする。 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）が公表されていなければ、同日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時

間午前11時におけるユーロ円６ヵ月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円LIBOR６

ヵ月物（360日ベース））として英国銀行協会（BBA）によって公表される数値又はこれに準ずるものと認めら

れるものを日本円TIBOR（６ヵ月物）に代えて用いるものとする。 

③                      

④          

（普通株式への転換を請求する権利） 

２．Ｉ種優先株主は、本項第２号の定めに従い、発行に際して取締役会の決議で定める転換を請求し得べき期間中、

当該決議で定める転換の条件で、当会社に対し、Ｉ種優先株主が有するＩ種優先株式の全部又は一部を取得し、

これと引換えに当会社の普通株式を交付することを請求することができる。 

② 交付価額は、267円とし、その後、平成19年６月４日から平成19年７月17日の株式会社東京証券取引所におけ

る当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円位未

満は切り上げる。）に0.9を乗じた額が、当初の交付価額を下回る場合は、平成19年７月18日以降、当該平均

値に0.9を乗じた額に修正される。また、交付価額は、平成19年８月１日以降の毎年２月１日及び８月１日（以

下「修正日」という。）における「修正基準価額」が、当該修正日の直前において有効な交付価額を下回る場

合は、当該修正日以降、当該修正基準価額に修正される。「修正日」における「修正基準価額」とは、各修正

日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の

毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第２位まで算出し、その小

数第２位を四捨五入する。）の90％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨

五入する。）とするが、当該修正基準価額が140円（但し、発行の際の取締役会決議で定める調整を受ける。

以下「下限交付価額」という。）を下回る場合には、修正後交付価額は、下限交付価額とする。上記交付価額

の修正のほか、発行の際の取締役会決議により交付価額の調整の方法を定めることができる。 

 

 

（削 除） 

 

（条文省略） （現行どおり） 
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定 款 一 部 変 更 案（その１） 
 （下線   は、変更部分）

現 行 定 款 変 更 案（その１） 

（取得条項（強制転換）） 

３．当会社は、前項の取得することを請求することができる期間中に取得請求のなかったＩ種優先株式を、同期間

の末日の翌日（以下本項において「一斉取得日」という。）をもって取得するものとし、当会社はかかるＩ種

優先株式を取得するのと引換えに、かかるＩ種優先株式の払込金額相当額の総額を一斉取得日に先立つ45取引

日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表

示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入

する。）で除して得られる数の普通株式を各Ｉ種優先株主に対して交付するものとする。但し、当該平均値が

下限交付価額を下回る場合には、当該平均値に代えて下限交付価額をもって計算する。前記の普通株式数の算

出に当たって１株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に定める方法により取扱う。 

 

 

（削 除） 

 

 

（新 設） 

（Ｉ種優先中間配当金） 

２．当会社は、優先配当開始事業年度初日以降、第41条に定める中間配当を行うときは、毎年９月30日の 終の

株主名簿に記録されたＩ種優先株主又はＩ種登録株式質権者に対し、毎年９月30日の 終の株主名簿に記録

された普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｉ種優先株式１株につき各事業年度におけるＩ種優先配

当金の２分の１の額の金銭（以下「Ｉ種優先中間配当金」という。）を支払う。但し、平成30年３月31日に

終了する事業年度におけるＩ種優先中間配当金の額は、Ｉ種優先株式１株当たりの払込金額（1,000円）に、

当該事業年度にかかる日本円TIBOR（６ヵ月物）に0.7938％を加えた比率を乗じて算出した額（円位未満小数

第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。）とする。 

 

（強制取得（強制償還）） 

４．当会社は、平成19年５月３日以降平成29年７月31日までいつでも、Ｉ種優先株式の全部又は一部を取得するこ

とができるものとし、当会社はかかるＩ種優先株式を取得するのと引換えに、本項第２号に定める額の金銭を

交付するものとする。Ｉ種優先株式の一部を取得する場合、取得される株式は按分比例により決定する。 

② 前項に基づくＩ種優先株式の取得と引換えに交付する金銭の額は、１株につき1,050円に、優先配当開始事業

年度初日以降は取得日の属する事業年度におけるＩ種優先配当金の額を当該事業年度の初日から取得日まで

の日数（初日及び取得日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四

捨五入する。）を加算した額とする。但し、取得日の属する事業年度においてＩ種優先中間配当金を既に支払

ったときは、その額を控除した金額とする。 

 

（強制取得（強制償還）） 

３．当会社はいつでも、Ｉ種優先株式の全部又は一部を取得することができるものとし、当会社はかかるＩ種優先

株式を取得するのと引換えに、本項第２号に定める額の金銭を交付するものとする。Ｉ種優先株式の一部を取

得する場合、取得される株式は按分比例により決定する。 

② 前号に基づくＩ種優先株式の取得と引換えに交付する金銭の額は、１株につき1,050円に、優先配当開始事業

年度初日以降は取得日の属する事業年度におけるＩ種優先配当金の額を当該事業年度の初日から取得日まで

の日数（初日及び取得日を含む。）で日割計算した額（但し、取得日が平成29年４月１日から平成30年３月31

日までの間の日である場合には以下に定める修正加算額とする。いずれも円位未満小数第３位まで算出し、そ

の小数第３位を四捨五入する。）を加算した額とする。但し、取得日の属する事業年度においてＩ種優先中間

配当金を既に支払ったときは、その額を控除した金額とする。 

 

修正加算額＝Ｉ種優先株式１株当たりの払込金額（1,000円）×（a1×b÷365＋a2×c÷365） 

 

なお、上記算式における各記号は以下の意味を有する。 

a1＝平成30年３月31日に終了する事業年度にかかる日本円TIBOR（６ヵ月物）+1.00％ 

b ＝平成29年４月１日から取得日までの日数（平成29年４月１日及び取得日を含む。但し、平成29年8月1日

以降の日数を除く。） 

a2＝平成30年３月31日に終了する事業年度にかかる日本円TIBOR（６ヵ月物）+2.75％ 

c ＝平成29年８月１日から取得日までの日数（平成29年８月１日及び取得日を含む。但し、取得日が平成29

年7月31日以前の場合には、零とする。） 

 

（準用規定） 

５．第12条の２第２項（Ａ種優先中間配当金）、第３項（残余財産の分配）、第４項（議決権）、第７項（株式の

併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等）の規定は、Ｉ種優先株式にこれを準用する。この場合にお

いて、「Ａ種優先株式」とあるのは「Ｉ種優先株式」と、「Ａ種優先株主」とあるのは「Ｉ種優先株主」と、

「Ａ種登録株式質権者」とあるのは「Ｉ種登録株式質権者」と、「Ａ種優先配当金」とあるのは「Ｉ種優先配

当金」と、「Ａ種優先中間配当金」とあるのは「Ｉ種優先中間配当金」と、「１株につき500円」とあるのは

「１株につき1,000円」と読み替えるものとする。 

 

（準用規定） 

４．第12条の２第３項（残余財産の分配）、第４項（議決権）、第７項（株式の併合又は分割、募集株式の割当て

を受ける権利等）の規定は、Ｉ種優先株式にこれを準用する。この場合において、「Ａ種優先株式」とあるの

は「Ｉ種優先株式」と、「Ａ種優先株主」とあるのは「Ｉ種優先株主」と、「Ａ種登録株式質権者」とあるの

は「Ｉ種登録株式質権者」と、「１株につき500円」とあるのは「１株につき1,000円」と読み替えるものとす

る。 
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定 款 一 部 変 更 案（その１） 
 （下線   は、変更部分）

現 行 定 款 変 更 案（その１） 

（Ｊ種優先株式） 

第12条の11 当会社の発行するＪ種優先株式の内容は、次のとおりとする。 

 

（Ｊ種優先株式） 

第12条の11 当会社の発行するＪ種優先株式の内容は、次のとおりとする。 

（Ｊ種優先配当金） 

１．当会社は優先配当開始事業年度初日以降、第40条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年３月31日の 終の

株主名簿に記録されたＪ種優先株式を有する株主（以下「Ｊ種優先株主」という。）又はＪ種優先株式の登録

株式質権者（以下「Ｊ種登録株式質権者」という。）に対し、毎年３月31日の 終の株主名簿に記録された普

通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｊ種優先株式１株当たり、Ｊ種優先株式１株当たりの払込金額

（1,000円）に、それぞれの事業年度ごとに本項第２号に定める年率（以下「Ｊ種配当年率」という。）を乗

じて算出した額の配当金（円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。以下「Ｊ種優先

配当金」という。）を支払う。但し、当該事業年度において本条第２項に定めるＪ種優先中間配当金を支払っ

たときは、当該Ｊ種優先中間配当金を控除した額とする。 

②     

                     （条文省略） 

④     

 

（Ｊ種優先配当金） 

１．当会社は優先配当開始事業年度初日以降、第40条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年３月31日の 終の

株主名簿に記録されたＪ種優先株式を有する株主（以下「Ｊ種優先株主」という。）又はＪ種優先株式の登録

株式質権者（以下「Ｊ種登録株式質権者」という。）に対し、毎年３月31日の 終の株主名簿に記録された普

通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｊ種優先株式１株当たり、Ｊ種優先株式１株当たりの払込金額

（1,000円）に、それぞれの事業年度ごとに本項第２号に定める年率（以下「Ｊ種配当年率」という。）を乗

じて算出した額の配当金（円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。以下「Ｊ種優先

配当金」という。）を支払う。但し、当該事業年度において本条第４項に定めるＪ種優先中間配当金を支払っ

たときは、当該Ｊ種優先中間配当金を控除した額とする。 

②       

                     （現行どおり） 

④       

 

（新 設） 

（普通株式への転換を請求する権利） 

２．Ｊ種優先株主は、本項第２号の定めに従い、発行に際して取締役会の決議で定める転換を請求し得べき期間中、

当該決議で定める転換の条件で、当会社に対し、Ｊ種優先株主が有するＪ種優先株式の全部又は一部を取得し、

これと引換えに当会社の普通株式を交付することを請求することができる。 

② 交付価額は、267円とし、その後、平成19年６月４日から平成19年７月17日の株式会社東京証券取引所におけ

る当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円位未

満は切り上げる。）に0.9を乗じた額が、当初の交付価額を下回る場合は、平成19年７月18日以降、当該平均

値に0.9を乗じた額に修正される。また、交付価額は、平成19年８月１日以降の毎年２月１日及び８月１日（以

下「修正日」という。）における「修正基準価額」が、当該修正日の直前において有効な交付価額を下回る場

合は、当該修正日以降、当該修正基準価額に修正される。「修正日」における「修正基準価額」とは、各修正

日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の

毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第２位まで算出し、その小

数第２位を四捨五入する。）の90％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨

五入する。）とするが、当該修正基準価額が140円（但し、発行の際の取締役会決議で定める調整を受ける。

以下「下限交付価額」という。）を下回る場合には、修正後交付価額は、下限交付価額とする。上記交付価額

の修正のほか、発行の際の取締役会決議により交付価額の調整の方法を定めることができる。 

 

 

（新 設） 

（取得条項（強制転換）） 

３．当会社は、前項の取得することを請求することができる期間中に取得請求のなかったＪ種優先株式を、同期間

の末日の翌日（以下本項において「一斉取得日」という。）をもって取得するものとし、当会社はかかるＪ種

優先株式を取得するのと引換えに、かかるＪ種優先株式の払込金額相当額の総額を一斉取得日に先立つ45取引

日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表

示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入

する。）で除して得られる数の普通株式を各Ｊ種優先株主に対して交付するものとする。但し、当該平均値が

下限交付価額を下回る場合には、当該平均値に代えて下限交付価額をもって計算する。前記の普通株式数の算

出に当たって１株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に定める方法により取扱う。 

 

（準用規定） 

２．第12条の２第２項（Ａ種優先中間配当金）、第３項（残余財産の分配）、第４項（議決権）、第７項（株式の

併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等）の規定は、Ｊ種優先株式にこれを準用する。この場合にお

いて、「Ａ種優先株式」とあるのは「Ｊ種優先株式」と、「Ａ種優先株主」とあるのは「Ｊ種優先株主」と、

「Ａ種登録株式質権者」とあるのは「Ｊ種登録株式質権者」と、「Ａ種優先配当金」とあるのは「Ｊ種優先配

当金」と、「Ａ種優先中間配当金」とあるのは「Ｊ種優先中間配当金」と、「１株につき500円」とあるのは

「１株につき1,000円」と読み替えるものとする。 

第12条の10第２項（普通株式への転換を請求する権利）、第３項（取得条項（強制転換））の規定は、Ｊ種優

先株式にこれを準用する。この場合において、「Ｉ種優先株式」とあるのは「Ｊ種優先株式」と、「Ｉ種優先

株主」とあるのは「Ｊ種優先株主」と読み替えるものとする。 

（準用規定） 

４．第12条の２第２項（Ａ種優先中間配当金）、第３項（残余財産の分配）、第４項（議決権）、第７項（株式の

併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等）の規定は、Ｊ種優先株式にこれを準用する。この場合にお

いて、「Ａ種優先株式」とあるのは「Ｊ種優先株式」と、「Ａ種優先株主」とあるのは「Ｊ種優先株主」と、

「Ａ種登録株式質権者」とあるのは「Ｊ種登録株式質権者」と、「Ａ種優先配当金」とあるのは「Ｊ種優先配

当金」と、「Ａ種優先中間配当金」とあるのは「Ｊ種優先中間配当金」と、「１株につき500円」とあるのは

「１株につき1,000円」と読み替えるものとする。 

 

～ ～
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定 款 一 部 変 更  案（その２） 
（下線   は、変更部分）  

変 更 案（その１） 変 更 案（その２） 

第２章 株     式 第２章 株     式 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は2,170,000,000株とし、このうち1,825,000,000株は普通株式、4,000,000株は

Ａ種優先株式、6,000,000株はＢ種優先株式、10,000,000株はＣ種優先株式、10,000,000株はＤ種優先株式、

10,000,000株はＥ種優先株式、3,000,000株はＦ種優先株式、6,000,000株はＧ種優先株式、6,000,000株は

Ｈ種優先株式、140,000,000株はＩ種優先株式、150,000,000株はＪ種優先株式とする。 

 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は2,115,000,000株とし、このうち1,825,000,000株は普通株式、140,000,000株

はＩ種優先株式、150,000,000株はＪ種優先株式とする。 

 

（単元株式数） 

第８条 当会社の普通株式の単元株式数は500株とし、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、

Ｅ種優先株式、Ｆ種優先株式、Ｇ種優先株式、Ｈ種優先株式、Ｉ種優先株式及びＪ種優先株式の単元株式

数は1,000株とする。 

 

（単元株式数） 

第８条 当会社の普通株式の単元株式数は500株とし、Ｉ種優先株式及びＪ種優先株式の単元株式数は1,000株とす

る。 

第２章の２ 優 先 株 式 第２章の２ 優 先 株 式 

（Ａ種優先株式） 

第12条の２ 当会社の発行するＡ種優先株式の内容は、次のとおりとする。 

 

 

（削 除） 

（Ａ種優先配当金） 

１．当会社は平成22年４月１日（但し、同日に開始する事業年度以前の事業年度において第40条に定める剰余金の

配当を行うときは、当該事業年度の初日とする。以下「優先配当開始事業年度初日」という。）以降、第40

条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年３月31日の 終の株主名簿に記録されたＡ種優先株式を有する株

主（以下「Ａ種優先株主」という。）又はＡ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ａ種登録株式質権者」とい

う。）に対し、毎年３月31日の 終の株主名簿に記録された普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）

又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、Ａ種優先株式１株当たり

500円に、それぞれの事業年度ごとに本項第２号に定める年率（以下「Ａ種配当年率」という。）を乗じて算

出した額の配当金（円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。以下「Ａ種優先配当金」

という。）を支払う。但し、当該事業年度において本条第２項に定めるＡ種優先中間配当金を支払ったときは、

当該Ａ種優先中間配当金を控除した額とする。 

② Ａ種配当年率は、優先配当開始事業年度初日以降、次回年率修正日の前日までの各事業年度について、下記算

式により計算される年率とする。 

Ａ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋1.00％ 

Ａ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 

・年率修正日は、優先配当開始事業年度初日以降の毎年４月１日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日

を年率修正日とする。 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）は、各事業年度の初日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）及びその直後の10月

１日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）の２時点において、午前11時における日本円６ヵ月物トーキョー・

インター・バンク・オファード・レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会連合会によって公表される数値

の平均値を指すものとする。 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）が公表されていなければ、同日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時

間午前11時におけるユーロ円６ヵ月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円LIBOR６

ヵ月物（360日ベース））として英国銀行協会（BBA）によって公表される数値又はこれに準ずるものと認めら

れるものを日本円TIBOR（６ヵ月物）に代えて用いるものとする。 

③ ある事業年度においてＡ種優先株主又はＡ種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がＡ種優先配

当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。 

④ 当会社は、優先配当開始事業年度初日以降、Ａ種優先配当金が支払われた後に分配可能額があるときは、普通

株主又は普通登録株式質権者に対して、Ａ種優先配当金（第12条の２第２項に定めるＡ種優先中間配当金を含

む。）と１株につき同額に至るまで剰余金の配当（中間配当を含む。）を行うことができ、さらに分配可能額

について剰余金の配当（中間配当を含む。）を行うときは、Ａ種優先株主又はＡ種登録株式質権者及び普通株

主又は普通登録株式質権者に対し、１株につき同額の配当財産を交付する。 

 

 

（削 除） 

（Ａ種優先中間配当金） 

２．当会社は、優先配当開始事業年度初日以降、第41条に定める中間配当を行うときは、毎年９月30日の 終の

株主名簿に記録されたＡ種優先株主又はＡ種登録株式質権者に対し、毎年９月30日の 終の株主名簿に記録

された普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき各事業年度におけるＡ種優先配

当金の２分の１の額の金銭（以下「Ａ種優先中間配当金」という。）を支払う。 

 

 

（削 除） 
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定 款 一 部 変 更  案（その２） 
（下線   は、変更部分）  

変 更 案（その１） 変 更 案（その２） 

（残余財産の分配） 

３．当会社の残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主又はＡ種登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株

式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき500円を支払う。 

② Ａ種優先株主又はＡ種登録株式質権者に対しては、前記のほか、残余財産の分配は行わない。 

 

 

（削 除） 

（議決権） 

４．Ａ種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。 

 

 

（削 除） 

（普通株式への転換を請求する権利） 

５．Ａ種優先株主は、当会社に対して、以下に定める期間中、その有するＡ種優先株式の全部又は一部を取得する

ことを請求することができるものとし、当会社はＡ種優先株主が取得の請求をしたＡ種優先株式を取得するの

と引換えに、以下に定める算定方法に従って算出される数の当会社の普通株式を交付するものとする。 

① Ａ種優先株式を取得することを請求することができる期間 

平成21年２月１日から平成31年２月１日まで 

② Ａ種優先株式を取得するのと引換えに交付する株式の種類及び数の算定方法 

イ Ａ種優先株式を取得するのと引換えに交付する株式の種類 

普通株式 

ロ Ａ種優先株式を取得するのと引換えに交付する株式の数の算定方法 

Ａ種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数は、次の算出式により算出される 大整数とする。

取得と引換えに交付

す べ き 普 通 株 式 数
＝ 

Ａ種優先株主が取得の請求をした

Ａ 種 優 先 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額
÷ 交 付 価 額

交付すべき株式数の算出にあたって１株未満の端数を生じたときは、会社法第167条第３項各号に掲げる金

銭の交付は行わない。 

③ 交付価額 

イ 当初交付価額 

当初交付価額は、228円とする。 

ロ 交付価額の調整 

(a) 当会社は、Ａ種優先株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由（但し、平成19年６月４日に予定される当会

社普通株式の併合を除く。）により普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、

次に定める算式（以下「交付価額調整式」という。）をもって交付価額（下限交付価額を含む。）を調整

する。 

    交付普通株式数×１株当たりの払込金額 既 発 行 

普 通 株 式 数 
＋ 

１株当たり時価 調 整 後 

交 付 価 額 
＝ 

調 整 前

交 付 価 額
× 

既発行普通株式数＋交付普通株式数 

交付価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記(b)(i)ないし(iv)の各取引に係る基

準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の交付価額を適

用する日の１ヵ月前の日における当会社の発行済普通株式数から当該日における当会社の有する普通株

式数を控除したものとする。交付価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式の分割が

行われる場合には、株式の分割により増加する普通株式数（基準日における当会社の有する普通株式に関

して増加した普通株式数を含まない。）とし、普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減

少する普通株式数（効力発生日における当会社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まな

い。）を負の値で表示して使用するものとする。交付価額調整式で使用する「１株当たりの払込金額」は、

下記(b)(i)の場合は当該払込金額（金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当

ての場合は０円とする。）、下記(b)(ii)及び(iv)の場合は０円とし、下記(b)(iii)の場合は下記(b)(v)

で定める対価の額とする。 

(b) 交付価額調整式によりＡ種優先株式の交付価額の調整を行う場合及びその調整後の交付価額の適用時期

については、次に定めるところによる。 

(i)  下記(c)(ii)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合（無償割当ての場合

を含む。）（但し、当会社の交付した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株

予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ロにおいて同じ。）の取得と引換えに交

付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。以下本ロにおいて同じ。）その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場

合を除く。） 

 

（削 除） 
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定 款 一 部 変 更  案（その２） 
（下線   は、変更部分）  

変 更 案（その１） 変 更 案（その２） 

調整後の交付価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の 終日

とする。以下同じ。）又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当会社普通

株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、

その日の翌日以降これを適用する。 

(ii) 普通株式の株式分割をする場合 

調整後の交付価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

(iii) 取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに

(c)(ii)に定める時価を下回る対価（以下に定義される。）をもって普通株式を交付する定めがあ

るものを交付する場合（無償割当ての場合を含む。）、又は下記(c)(ii)に定める時価を下回る対

価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合（無

償割当ての場合を含む。） 

調整後の交付価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約

権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが

当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして交付価額調整式

を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用す

る。但し、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのた

めの基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で

確定していない場合は、調整後の交付価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得請求権付

株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付された

ものとみなして交付価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降こ

れを適用する。 

(iv) 普通株式の併合をする場合 

調整後の交付価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。 

(v)  上記(iii)における対価とは、取得請求権付株式等の交付に際して払込みその他の対価関係にある

支払がなされた額（時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合に

は、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得、転換、交換又

は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した

金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。 

(c) (i)  交付価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。

(ii)  交付価額調整式で使用する時価は、調整後の交付価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を

含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四

捨五入する。）とする。 

(d) 上記(b)に定める交付価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当会社は、必要な交

付価額の調整を行う。 

(i)  当会社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部

の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために

交付価額の調整を必要とするとき。 

(ii) 交付価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の交付価額の算

出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(iii) 平成19年６月４日に予定される当会社の普通株式の併合が行われなかった場合、その他当会社が交

付価額の調整を必要と認めるとき。 

(e) 交付価額調整式により算出された調整後交付価額と調整前交付価額との差額が１円未満の場合は、交付価

額の調整は行わないものとする。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の

計算において斟酌される。 

(f) 上記(a)ないし(e)により交付価額の調整を行うときは、当会社は、あらかじめ書面によりその旨並びにそ

の事由、調整前の交付価額、調整後の交付価額及びその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記録され

た各Ａ種優先株主に通知する。但し、その適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、

適用の日以降速やかにこれを行う。 
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定 款 一 部 変 更  案（その２） 
（下線   は、変更部分）  

変 更 案（その１） 変 更 案（その２） 

（取得条項（強制転換）） 

６．当会社は、前項の取得することを請求することができる期間中に取得請求のなかったＡ種優先株式を、同期間

の末日の翌日（以下本項において「一斉取得日」という。）をもって取得するものとし、当会社はかかるＡ種

優先株式を取得するのと引換えに、かかるＡ種優先株式の数にＡ種優先株式１株当たり500円を乗じて得られ

る金額を一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通

株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第２位ま

で算出し、その小数第２位を四捨五入する。）で除して得られる数の普通株式を各Ａ種優先株主に対して交付

するものとする。前記の普通株式数の算出に当たって１株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に

定める方法により取扱う。 

 

 

（削 除） 

（株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等） 

７．当会社は法令に定める場合を除き、Ａ種優先株式について株式の併合、分割又は無償割当ては行わない。  

② 当会社はＡ種優先株主には、募集株式、募集新株予約権又は募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与

えない。 

 

 

（削 除） 

（Ａ種優先配当金等の除斥期間） 

８．第42条の規定は、Ａ種優先配当金及びＡ種優先中間配当金の支払いについて、これを準用する。 

 

 

（削 除） 

（Ｂ種優先株式） 

第12条の３ 当会社の発行するＢ種優先株式の内容は、次のとおりとする。 

 

 

（削 除） 

（Ｂ種優先配当金） 

１．当会社は優先配当開始事業年度初日以降、第40条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年３月31日の 終の

株主名簿に記録されたＢ種優先株式を有する株主（以下「Ｂ種優先株主」という。）又はＢ種優先株式の登録

株式質権者（以下「Ｂ種登録株式質権者」という。）に対し、毎年３月31日の 終の株主名簿に記録された普

通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株当たり500円に、それぞれの事業年度ごとに本項

第２号に定める年率（以下「Ｂ種配当年率」という。）を乗じて算出した額の配当金（円位未満小数第３位ま

で算出し、その小数第３位を四捨五入する。以下「Ｂ種優先配当金」という。）を支払う。但し、当該事業年

度において本条第２項に定めるＢ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ｂ種優先中間配当金を控除した額

とする。 

② Ｂ種配当年率は、優先配当開始事業年度初日以降、次回年率修正日の前日までの各事業年度について、下記算

式により計算される年率とする。 

Ｂ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋1.00％ 

Ｂ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 

・年率修正日は、優先配当開始事業年度初日以降の毎年４月１日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日

を年率修正日とする。 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）は、各事業年度の初日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）及びその直後の10月

１日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）の２時点において、午前11時における日本円６ヵ月物トーキョー・

インター・バンク・オファード・レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会連合会によって公表される数値

の平均値を指すものとする。 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）が公表されていなければ、同日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時

間午前11時におけるユーロ円６ヵ月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円LIBOR６

ヵ月物（360日ベース））として英国銀行協会（BBA）によって公表される数値又はこれに準ずるものと認めら

れるものを日本円TIBOR（６ヵ月物）に代えて用いるものとする。 

③ ある事業年度においてＢ種優先株主又はＢ種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がＢ種優先配

当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。 

④ 当会社は、優先配当開始事業年度初日以降、Ｂ種優先配当金が支払われた後に分配可能額があるときは、普通

株主又は普通登録株式質権者に対して、Ｂ種優先配当金（Ｂ種優先中間配当金を含む。）と１株につき同額に

至るまで剰余金の配当（中間配当を含む。）を行うことができ、さらに分配可能額について剰余金の配当（中

間配当を含む。）を行うときは、Ｂ種優先株主又はＢ種登録株式質権者及び普通株主又は普通登録株式質権者

に対し、１株につき同等の金額を支払う。 

 

 

（削 除） 
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定 款 一 部 変 更  案（その２） 
（下線   は、変更部分）  

変 更 案（その１） 変 更 案（その２） 

（準用規定） 

２．第12条の２第２項（Ａ種優先中間配当金）、第３項（残余財産の分配）、第４項（議決権）、第５項（普通株

式への転換を請求する権利）、第６項（取得条項（強制転換））、第７項（株式の併合又は分割、募集株式の

割当てを受ける権利等）及び第８項（Ａ種優先配当金等の除斥期間）の規定は、Ｂ種優先株式にこれを準用す

る。この場合において、「Ａ種優先株式」とあるのは「Ｂ種優先株式」と、「Ａ種優先株主」とあるのは「Ｂ

種優先株主」と、「Ａ種登録株式質権者」とあるのは「Ｂ種登録株式質権者」と、「Ａ種優先配当金」とある

のは「Ｂ種優先配当金」と、「Ａ種優先中間配当金」とあるのは「Ｂ種優先中間配当金」と読み替えるものと

する。 

 

 

（削 除） 

（Ｃ種優先株式） 

第12条の４ 当会社の発行するＣ種優先株式の内容は、次のとおりとする。 

 

 

（削 除） 

（Ｃ種優先配当金） 

１．当会社は優先配当開始事業年度初日以降、第40条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年３月31日の 終の

株主名簿に記録されたＣ種優先株式を有する株主（以下「Ｃ種優先株主」という。）又はＣ種優先株式の登録

株式質権者（以下「Ｃ種登録株式質権者」という。）に対し、毎年３月31日の 終の株主名簿に記録された普

通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｃ種優先株式１株当たり500円に、それぞれの事業年度ごとに本項

第２号に定める年率（以下「Ｃ種配当年率」という。）を乗じて算出した額の配当金（円位未満小数第３位ま

で算出し、その小数第３位を四捨五入する。以下「Ｃ種優先配当金」という。）を支払う。但し、当該事業年

度において本条第２項に定めるＣ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ｃ種優先中間配当金を控除した額

とする。 

② Ｃ種配当年率は、優先配当開始事業年度初日以降、次回年率修正日の前日までの各事業年度について、下記算

式により計算される年率とする。 

Ｃ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋1.00％ 

Ｃ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 

・年率修正日は、優先配当開始事業年度初日以降の毎年４月１日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日

を年率修正日とする。 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）は、各事業年度の初日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）及びその直後の10月

１日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）の２時点において、午前11時における日本円６ヵ月物トーキョー・

インター・バンク・オファード・レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会連合会によって公表される数値

の平均値を指すものとする。 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）が公表されていなければ、同日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時

間午前11時におけるユーロ円６ヵ月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円LIBOR６

ヵ月物（360日ベース））として英国銀行協会（BBA）によって公表される数値又はこれに準ずるものと認めら

れるものを日本円TIBOR（６ヵ月物）に代えて用いるものとする。 

③ ある事業年度においてＣ種優先株主又はＣ種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がＣ種優先配

当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。 

④ 当会社は、優先配当開始事業年度初日以降、Ｃ種優先配当金が支払われた後に分配可能額があるときは、普通

株主又は普通登録株式質権者に対して、Ｃ種優先配当金（Ｃ種優先中間配当金を含む。）と１株につき同額に

至るまで剰余金の配当（中間配当を含む。）を行うことができ、さらに分配可能額について剰余金の配当（中

間配当を含む。）を行うときは、Ｃ種優先株主又はＣ種登録株式質権者及び普通株主又は普通登録株式質権者

に対し、１株につき同等の金額を支払う。 

 

 

（削 除） 

（準用規定） 

２．第12条の２第２項（Ａ種優先中間配当金）、第３項（残余財産の分配）、第４項（議決権）、第５項（普通株

式への転換を請求する権利）、第６項（取得条項（強制転換））、第７項（株式の併合又は分割、募集株式の

割当てを受ける権利等）及び第８項（Ａ種優先配当金等の除斥期間）の規定は、Ｃ種優先株式にこれを準用す

る。この場合において、「Ａ種優先株式」とあるのは「Ｃ種優先株式」と、「Ａ種優先株主」とあるのは「Ｃ

種優先株主」と、「Ａ種登録株式質権者」とあるのは「Ｃ種登録株式質権者」と、「Ａ種優先配当金」とある

のは「Ｃ種優先配当金」と、「Ａ種優先中間配当金」とあるのは「Ｃ種優先中間配当金」と読み替えるものと

する。 

 

 

（削 除） 

（Ｄ種優先株式） 

第12条の５ 当会社の発行するＤ種優先株式の内容は、次のとおりとする。 

 

 

（削 除） 
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定 款 一 部 変 更  案（その２） 
（下線   は、変更部分）  

変 更 案（その１） 変 更 案（その２） 

（Ｄ種優先配当金） 

１．当会社は優先配当開始事業年度初日以降、第40条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年３月31日の 終の

株主名簿に記録されたＤ種優先株式を有する株主（以下「Ｄ種優先株主」という。）又はＤ種優先株式の登録

株式質権者（以下「Ｄ種登録株式質権者」という。）に対し、毎年３月31日の 終の株主名簿に記録された普

通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｄ種優先株式１株当たり500円に、それぞれの事業年度ごとに本項

第２号に定める年率（以下「Ｄ種配当年率」という。）を乗じて算出した額の配当金（円位未満小数第３位ま

で算出し、その小数第３位を四捨五入する。以下「Ｄ種優先配当金」という。）を支払う。但し、当該事業年

度において本条第２項に定めるＤ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ｄ種優先中間配当金を控除した額

とする。 

② Ｄ種配当年率は、優先配当開始事業年度初日以降、次回年率修正日の前日までの各事業年度について、下記算

式により計算される年率とする。 

Ｄ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋1.00％ 

Ｄ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 

・「年率修正日」は、優先配当開始事業年度初日以降の毎年４月１日とする。当日が、銀行休業日の場合は前

営業日を年率修正日とする。 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）は、各事業年度の初日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）及びその直後の10月

１日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）の２時点において、午前11時における日本円６ヵ月物トーキョー・

インター・バンク・オファード・レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会連合会によって公表される数値

の平均値を指すものとする。 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）が公表されていなければ、同日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時

間午前11時におけるユーロ円６ヵ月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円LIBOR６

ヵ月物（360日ベース））として英国銀行協会（BBA）によって公表される数値又はこれに準ずるものと認めら

れるものを日本円TIBOR（６ヵ月物）に代えて用いるものとする。 

③ ある事業年度においてＤ種優先株主又はＤ種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がＤ種優先配

当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。 

④ 当会社は、優先配当開始事業年度初日以降、Ｄ種優先配当金が支払われた後に分配可能額があるときは、普通

株主又は普通登録株式質権者に対して、Ｄ種優先配当金（Ｄ種優先中間配当金を含む。）と１株につき同額に

至るまで剰余金の配当（中間配当を含む。）を行うことができ、さらに分配可能額について剰余金の配当（中

間配当を含む。）を行うときは、Ｄ種優先株主又はＤ種登録株式質権者及び普通株主又は普通登録株式質権者

に対し、１株につき同等の金額を支払う。 

 

 

（削 除） 

（準用規定） 

２．第12条の２第２項（Ａ種優先中間配当金）、第３項（残余財産の分配）、第４項（議決権）、第５項（普通株

式への転換を請求する権利）、第６項（取得条項（強制転換））、第７項（株式の併合又は分割、募集株式の

割当てを受ける権利等）及び第８項（Ａ種優先配当金等の除斥期間）の規定は、Ｄ種優先株式にこれを準用す

る。この場合において、「Ａ種優先株式」とあるのは「Ｄ種優先株式」と、「Ａ種優先株主」とあるのは「Ｄ

種優先株主」と、「Ａ種登録株式質権者」とあるのは「Ｄ種登録株式質権者」と、「Ａ種優先配当金」とある

のは「Ｄ種優先配当金」と、「Ａ種優先中間配当金」とあるのは「Ｄ種優先中間配当金」と読み替えるものと

する。 

 

 

（削 除） 

（Ｅ種優先株式） 

第12条の６ 当会社の発行するＥ種優先株式の内容は、次のとおりとする。 

 

 

（削 除） 

（Ｅ種優先配当金） 

１．当会社は優先配当開始事業年度初日以降、第40条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年３月31日の 終の

株主名簿に記録されたＥ種優先株式を有する株主（以下「Ｅ種優先株主」という。）又はＥ種優先株式の登録

株式質権者（以下「Ｅ種登録株式質権者」という。）に対し、毎年３月31日の 終の株主名簿に記録された普

通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｅ種優先株式１株当たり500円に、それぞれの事業年度ごとに本項

第２号に定める年率（以下「Ｅ種配当年率」という。）を乗じて算出した額の配当金（円位未満小数第３位ま

で算出し、その小数第３位を四捨五入する。以下「Ｅ種優先配当金」という。）を支払う。但し、当該事業年

度において本条第２項に定めるＥ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ｅ種優先中間配当金を控除した額

とする。 

② Ｅ種配当年率は、優先配当開始事業年度初日以降、次回年率修正日の前日までの各事業年度について、下記算

式により計算される年率とする。 

Ｅ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋1.00％ 

 

（削 除） 
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定 款 一 部 変 更  案（その２） 
（下線   は、変更部分）  

変 更 案（その１） 変 更 案（その２） 

Ｅ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 

・年率修正日は、優先配当開始事業年度初日以降の毎年４月１日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日

を年率修正日とする。 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）は、各事業年度の初日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）及びその直後の10月

１日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）の２時点において、午前11時における日本円６ヵ月物トーキョー・

インター・バンク・オファード・レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会連合会によって公表される数値

の平均値を指すものとする。 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）が公表されていなければ、同日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時

間午前11時におけるユーロ円６ヵ月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円LIBOR６

ヵ月物（360日ベース））として英国銀行協会（BBA）によって公表される数値又はこれに準ずるものと認めら

れるものを日本円TIBOR（６ヵ月物）に代えて用いるものとする。 

③ ある事業年度においてＥ種優先株主又はＥ種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がＥ種優先配

当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。 

④ 当会社は、優先配当開始事業年度初日以降、Ｅ種優先配当金が支払われた後に分配可能額があるときは、普

通株主又は普通登録株式質権者に対して、Ｅ種優先配当金（Ｅ種優先中間配当金を含む。）と１株につき同

額に至るまで剰余金の配当（中間配当を含む。）を行うことができ、さらに分配可能額について剰余金の配

当（中間配当を含む。）を行うときは、Ｅ種優先株主又はＥ種登録株式質権者及び普通株主又は普通登録株

式質権者に対し、１株につき同等の金額を支払う。 

 

 

（準用規定） 

２．第12条の２第２項（Ａ種優先中間配当金）、第３項（残余財産の分配）、第４項（議決権）、第５項（普通株

式への転換を請求する権利）、第６項（取得条項（強制転換））、第７項（株式の併合又は分割、募集株式の

割当てを受ける権利等）及び第８項（Ａ種優先配当金等の除斥期間）の規定は、Ｅ種優先株式にこれを準用す

る。この場合において、「Ａ種優先株式」とあるのは「Ｅ種優先株式」と、「Ａ種優先株主」とあるのは「Ｅ

種優先株主」と、「Ａ種登録株式質権者」とあるのは「Ｅ種登録株式質権者」と、「Ａ種優先配当金」とある

のは「Ｅ種優先配当金」と、「Ａ種優先中間配当金」とあるのは「Ｅ種優先中間配当金」と読み替えるものと

する。 

 

 

（削 除） 

（Ｆ種優先株式） 

第12条の７ 当会社の発行するＦ種優先株式の内容は、次のとおりとする。 

 

 

（削 除） 

（Ｆ種優先配当金） 

１．当会社は優先配当開始事業年度初日以降、第40条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年３月31日の 終の

株主名簿に記録されたＦ種優先株式を有する株主（以下「Ｆ種優先株主」という。）又はＦ種優先株式の登録

株式質権者（以下「Ｆ種登録株式質権者」という。）に対し、毎年３月31日の 終の株主名簿に記録された普

通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｆ種優先株式１株当たり1,000円に、それぞれの事業年度ごとに本

項第２号に定める年率（以下「Ｆ種配当年率」という。）を乗じて算出した額の配当金（円位未満小数第３位

まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。以下「Ｆ種優先配当金」という。）を支払う。但し、当該事業

年度において本条第２項に定めるＦ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ｆ種優先中間配当金を控除した

額とする。 

② Ｆ種配当年率は、優先配当開始事業年度初日以降、次回年率修正日の前日までの各事業年度について、下記算

式により計算される年率とする。 

Ｆ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋1.00％ 

Ｆ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 

・年率修正日は、優先配当開始事業年度初日以降の毎年４月１日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日

を年率修正日とする。 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）は、各事業年度の初日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）及びその直後の10月

１日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）の２時点において、午前11時における日本円６ヵ月物トーキョー・

インター・バンク・オファード・レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会によって公表される数値の平均

値を指すものとする。 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）が公表されていなければ、同日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時

間午前11時におけるユーロ円６ヵ月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円LIBOR６

ヵ月物（360日ベース））として英国銀行協会（BBA）によって公表される数値又はこれに準ずるものと認めら

れるものを日本円TIBOR（６ヵ月物）に代えて用いるものとする。 

 

（削 除） 
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定 款 一 部 変 更  案（その２） 
（下線   は、変更部分）  

変 更 案（その１） 変 更 案（その２） 

③ ある事業年度においてＦ種優先株主又はＦ種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がＦ種優先配

当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。 

④ 当会社は、優先配当開始事業年度初日以降、Ｆ種優先配当金が支払われた後に分配可能額があるときは、普通

株主又は普通登録株式質権者に対して、Ｆ種優先配当金（Ｆ種優先中間配当金を含む。）と１株につき同額に

至るまで剰余金の配当（中間配当を含む。）を行うことができ、さらに分配可能額について剰余金の配当（中

間配当を含む。）を行うときは、Ｆ種優先株主又はＦ種登録株式質権者及び普通株主又は普通登録株式質権者

に対し、１株につき同等の金額を支払う。 

 

 

（準用規定） 

２．第12条の２第２項（Ａ種優先中間配当金）、第３項（残余財産の分配）、第４項（議決権）、第５項（普通株

式への転換を請求する権利）、第６項（取得条項（強制転換））、第７項（株式の併合又は分割、募集株式の

割当てを受ける権利等）及び第８項（Ａ種優先配当金等の除斥期間）の規定は、Ｆ種優先株式にこれを準用す

る。この場合において、「Ａ種優先株式」とあるのは「Ｆ種優先株式」と、「Ａ種優先株主」とあるのは「Ｆ

種優先株主」と、「Ａ種登録株式質権者」とあるのは「Ｆ種登録株式質権者」と、「Ａ種優先配当金」とある

のは「Ｆ種優先配当金」と、「Ａ種優先中間配当金」とあるのは「Ｆ種優先中間配当金」と、「１株につき500

円」とあるのは「１株につき1,000円」と、「当初交付価額は、228円とする。」とあるのは「当初交付価額は、

216円とする。」と読み替えるものとする。 

 

 

（削 除） 

（Ｇ種優先株式） 

第12条の８ 当会社の発行するＧ種優先株式の内容は、次のとおりとする。 

 

 

（削 除） 

（Ｇ種優先配当金） 

１．当会社は優先配当開始事業年度初日以降、第40条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年３月31日の 終の

株主名簿に記録されたＧ種優先株式を有する株主（以下「Ｇ種優先株主」という。）又はＧ種優先株式の登録

株式質権者（以下「Ｇ種登録株式質権者」という。）に対し、毎年３月31日の 終の株主名簿に記録された普

通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｇ種優先株式１株当たり1,000円に、それぞれの事業年度ごとに本

項第２号に定める年率（以下「Ｇ種配当年率」という。）を乗じて算出した額の配当金（円位未満小数第３位

まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。以下「Ｇ種優先配当金」という。）を支払う。但し、当該事業

年度において本条第２項に定めるＧ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ｇ種優先中間配当金を控除した

額とする。 

② Ｇ種配当年率は、優先配当開始事業年度初日以降、次回年率修正日の前日までの各事業年度について、下記算

式により計算される年率とする。 

Ｇ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋1.00％ 

Ｇ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 

・年率修正日は、優先配当開始事業年度初日以降の毎年４月１日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日

を年率修正日とする。 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）は、各事業年度の初日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）及びその直後の10月

１日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）の２時点において、午前11時における日本円６ヵ月物トーキョー・

インター・バンク・オファード・レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会によって公表される数値の平均

値を指すものとする。 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）が公表されていなければ、同日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時

間午前11時におけるユーロ円６ヵ月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円LIBOR６

ヵ月物（360日ベース））として英国銀行協会（BBA）によって公表される数値又はこれに準ずるものと認めら

れるものを日本円TIBOR（６ヵ月物）に代えて用いるものとする。 

③ ある事業年度においてＧ種優先株主又はＧ種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がＧ種優先配

当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。 

④ 当会社は、優先配当開始事業年度初日以降、Ｇ種優先配当金が支払われた後に分配可能額があるときは、普通

株主又は普通登録株式質権者に対して、Ｇ種優先配当金（Ｇ種優先中間配当金を含む。）と１株につき同額に

至るまで剰余金の配当（中間配当を含む。）を行うことができ、さらに分配可能額について剰余金の配当（中

間配当を含む。）を行うときは、Ｇ種優先株主又はＧ種登録株式質権者及び普通株主又は普通登録株式質権者

に対し、１株につき同等の金額を支払う。 

 

 

（削 除） 
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定 款 一 部 変 更  案（その２） 
（下線   は、変更部分）  

変 更 案（その１） 変 更 案（その２） 

（準用規定） 

２．第12条の２第２項（Ａ種優先中間配当金）、第３項（残余財産の分配）、第４項（議決権）、第５項（普通株

式への転換を請求する権利）、第６項（取得条項（強制転換））、第７項（株式の併合又は分割、募集株式の

割当てを受ける権利等）及び第８項（Ａ種優先配当金等の除斥期間）の規定は、Ｇ種優先株式にこれを準用す

る。この場合において、「Ａ種優先株式」とあるのは「Ｇ種優先株式」と、「Ａ種優先株主」とあるのは「Ｇ

種優先株主」と、「Ａ種登録株式質権者」とあるのは「Ｇ種登録株式質権者」と、「Ａ種優先配当金」とある

のは「Ｇ種優先配当金」と、「Ａ種優先中間配当金」とあるのは「Ｇ種優先中間配当金」と、「１株につき500

円」とあるのは「１株につき1,000円」と、「当初交付価額は、228円とする。」とあるのは「当初交付価額は、

216円とする。」と読み替えるものとする。 

 

 

（削 除） 

（Ｈ種優先株式） 

第12条の９ 当会社の発行するＨ種優先株式の内容は、次のとおりとする。 

 

 

（削 除） 

（Ｈ種優先配当金） 

１．当会社は優先配当開始事業年度初日以降、第40条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年３月31日の 終の

株主名簿に記録されたＨ種優先株式を有する株主（以下「Ｈ種優先株主」という。）又はＨ種優先株式の登録

株式質権者（以下「Ｈ種登録株式質権者」という。）に対し、毎年３月31日の 終の株主名簿に記録された普

通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｈ種優先株式１株当たり1,000円に、それぞれの事業年度ごとに本

項第２号に定める年率（以下「Ｈ種配当年率」という。）を乗じて算出した額の配当金（円位未満小数第３位

まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。以下「Ｈ種優先配当金」という。）を支払う。但し、当該事業

年度において本条第２項に定めるＨ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ｈ種優先中間配当金を控除した

額とする。 

② Ｈ種配当年率は、優先配当開始事業年度初日以降、次回年率修正日の前日までの各事業年度について、下記算

式により計算される年率とする。 

Ｈ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋1.00％ 

Ｈ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 

・年率修正日は、優先配当開始事業年度初日以降の毎年４月１日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日

を年率修正日とする。 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）は、各事業年度の初日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）及びその直後の10月

１日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）の２時点において、午前11時における日本円６ヵ月物トーキョー・

インター・バンク・オファード・レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会によって公表される数値の平均

値を指すものとする。 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）が公表されていなければ、同日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時

間午前11時におけるユーロ円６ヵ月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円LIBOR６

ヵ月物（360日ベース））として英国銀行協会（BBA）によって公表される数値又はこれに準ずるものと認めら

れるものを日本円TIBOR（６ヵ月物）に代えて用いるものとする。 

③ ある事業年度においてＨ種優先株主又はＨ種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がＨ種優先配

当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。 

④ 当会社は、優先配当開始事業年度初日以降、Ｈ種優先配当金が支払われた後に分配可能額があるときは、普通

株主又は普通登録株式質権者に対して、Ｈ種優先配当金（Ｈ種優先中間配当金を含む。）と１株につき同額に

至るまで剰余金の配当（中間配当を含む。）を行うことができ、さらに分配可能額について剰余金の配当（中

間配当を含む。）を行うときは、Ｈ種優先株主又はＨ種登録株式質権者及び普通株主又は普通登録株式質権者

に対し、１株につき同等の金額を支払う。 

 

 

（削 除） 

（準用規定） 

２．第12条の２第２項（Ａ種優先中間配当金）、第３項（残余財産の分配）、第４項（議決権）、第５項（普通株

式への転換を請求する権利）、第６項（取得条項（強制転換））、第７項（株式の併合又は分割、募集株式の

割当てを受ける権利等）及び第８項（Ａ種優先配当金等の除斥期間）の規定は、Ｈ種優先株式にこれを準用す

る。この場合において、「Ａ種優先株式」とあるのは「Ｈ種優先株式」と、「Ａ種優先株主」とあるのは「Ｈ

種優先株主」と、「Ａ種登録株式質権者」とあるのは「Ｈ種登録株式質権者」と、「Ａ種優先配当金」とある

のは「Ｈ種優先配当金」と、「Ａ種優先中間配当金」とあるのは「Ｈ種優先中間配当金」と、「１株につき500

円」とあるのは「１株につき1,000円」と、「当初交付価額は、228円とする。」とあるのは「当初交付価額は、

216円とする。」と読み替えるものとする。 

 

 

（削 除） 
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定 款 一 部 変 更  案（その２） 
（下線   は、変更部分）  

変 更 案（その１） 変 更 案（その２） 

（Ｉ種優先株式） 

第12条の10 当会社の発行するＩ種優先株式の内容は、次のとおりとする。 

 

（Ｉ種優先株式） 

第12条の２ 当会社の発行するＩ種優先株式の内容は、次のとおりとする。 

（Ｉ種優先配当金） 

１．当会社は優先配当開始事業年度初日以降、第40条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年３月31日の 終の

株主名簿に記録されたＩ種優先株式を有する株主（以下「Ｉ種優先株主」という。）又はＩ種優先株式の登録

株式質権者（以下「Ｉ種登録株式質権者」という。）に対し、毎年３月31日の 終の株主名簿に記録された普

通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｉ種優先株式１株当たり、Ｉ種優先株式１株当たりの払込金額

（1,000円）に、それぞれの事業年度ごとに本項第２号に定める年率（以下「Ｉ種配当年率」という。）を乗

じて算出した額の配当金（円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。以下「Ｉ種優先

配当金」という。）を支払う。但し、当該事業年度において本条第２項に定めるＩ種優先中間配当金を支払っ

たときは、当該Ｉ種優先中間配当金を控除した額とする。 

 

 

② Ｉ種配当年率は、優先配当開始事業年度初日以降、次回年率修正日の前日までの各事業年度について、以下に

掲げる事業年度の区分に応じて、対応する各算式により計算される年率とする。 

 

平成29年３月31日までに終了する事業年度：Ｉ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋1.00％ 

平成30年３月31日に終了する事業年度  ：Ｉ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋1.00％×122÷365＋

2.75％×243÷365） 

平成30年４月１日以降に終了する事業年度：Ｉ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋2.75％ 

 

Ｉ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 

・年率修正日は、優先配当開始事業年度初日以降の毎年４月１日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日

を年率修正日とする。 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）は、各事業年度の初日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）及びその直後の（但

し、本条第３項第２号に基づく取得価額の計算のためにＩ種優先配当金又は修正加算額を算出する場合は、そ

の取得日の直前の）10月１日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）の２時点において、午前11時における日

本円６ヵ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会によ

って公表される数値の平均値を指すものとする。 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）が公表されていなければ、同日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時

間午前11時におけるユーロ円６ヵ月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円LIBOR６

ヵ月物（360日ベース））として英国銀行協会（BBA）によって公表される数値又はこれに準ずるものと認めら

れるものを日本円TIBOR（６ヵ月物）に代えて用いるものとする。 

③                      

④                      

 

（Ｉ種優先配当金） 

１．当会社は平成22年４月１日（但し、同日に開始する事業年度以前の事業年度において第40条に定める剰余金の

配当を行うときは、当該事業年度の初日とする。以下「優先配当開始事業年度初日」という。）以降、第40

条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年３月31日の 終の株主名簿に記録されたＩ種優先株式を有する株

主（以下「Ｉ種優先株主」という。）又はＩ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｉ種登録株式質権者」とい

う。）に対し、毎年３月31日の 終の株主名簿に記録された普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）

又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、Ｉ種優先株式１株当たり、

Ｉ種優先株式１株当たりの払込金額（1,000円）に、それぞれの事業年度ごとに本項第２号に定める年率（以

下「Ｉ種配当年率」という。）を乗じて算出した額の配当金（円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３

位を四捨五入する。以下「Ｉ種優先配当金」という。）を支払う。但し、当該事業年度において本条第２項に

定めるＩ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ｉ種優先中間配当金を控除した額とする。 

② Ｉ種配当年率は、優先配当開始事業年度初日以降、次回年率修正日の前日までの各事業年度について、以下に

掲げる事業年度の区分に応じて、対応する各算式により計算される年率とする。 

 

平成29年３月31日までに終了する事業年度：Ｉ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋1.00％ 

平成30年３月31日に終了する事業年度  ：Ｉ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋1.00％×122÷365＋

2.75％×243÷365） 

平成30年４月１日以降に終了する事業年度：Ｉ種配当年率＝日本円TIBOR（６ヵ月物）＋2.75％ 

 

Ｉ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 

・年率修正日は、優先配当開始事業年度初日以降の毎年４月１日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日

を年率修正日とする。 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）は、各事業年度の初日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）及びその直後の（但

し、本条第５項第２号に基づく取得価額の計算のためにＩ種優先配当金又は修正加算額を算出する場合は、そ

の取得日の直前の）10月１日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）の２時点において、午前11時における日

本円６ヵ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会によ

って公表される数値の平均値を指すものとする。 

・日本円TIBOR（６ヵ月物）が公表されていなければ、同日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時

間午前11時におけるユーロ円６ヵ月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円LIBOR６

ヵ月物（360日ベース））として英国銀行協会（BBA）によって公表される数値又はこれに準ずるものと認めら

れるものを日本円TIBOR（６ヵ月物）に代えて用いるものとする。 

③                  

④   

（Ｉ種優先中間配当金） 

２．                    （条文省略） 

 

（Ｉ種優先中間配当金） 

２．                （変更案（その１）のとおり） 

 

（新 設） 

（残余財産の分配） 

３．当会社の残余財産を分配するときは、Ｉ種優先株主又はＩ種登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株

式質権者に先立ち、Ｉ種優先株式１株につき1,000円を支払う。 

② Ｉ種優先株主又はＩ種登録株式質権者に対しては、前記のほか、残余財産の分配は行わない。 

 

（新 設） （議決権） 

４．Ｉ種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。 
 

（強制取得（強制償還）） 

３．                    （条文省略） 

 

（強制取得（強制償還）） 

５．                （変更案（その１）のとおり） 

（現行どおり） 
（条文省略） 
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定 款 一 部 変 更  案（その２） 
（下線   は、変更部分）  

変 更 案（その１） 変 更 案（その２） 

 

（新 設） 

（株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等） 

６．当会社は法令に定める場合を除き、Ｉ種優先株式について株式の併合、分割又は無償割当ては行わない。 

② 当会社はＩ種優先株主には、募集株式、募集新株予約権又は募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与

えない。 

 

（準用規定） 

４．第12条の２第３項（残余財産の分配）、第４項（議決権）、第７項（株式の併合又は分割、募集株式の割当て

を受ける権利等）の規定は、Ｉ種優先株式にこれを準用する。この場合において、「Ａ種優先株式」とあるの

は「Ｉ種優先株式」と、「Ａ種優先株主」とあるのは「Ｉ種優先株主」と、「Ａ種登録株式質権者」とあるの

は「Ｉ種登録株式質権者」と、「１株につき500円」とあるのは「１株につき1,000円」と読み替えるものとす

る。 

 

 

 

（削 除） 

（Ｊ種優先株式） 

第12条の11 当会社の発行するＪ種優先株式の内容は、次のとおりとする。 

 

（Ｊ種優先株式） 

第12条の３ 当会社の発行するＪ種優先株式の内容は、次のとおりとする。 

（Ｊ種優先配当金） 

１．当会社は優先配当開始事業年度初日以降、第40条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年３月31日の 終の

株主名簿に記録されたＪ種優先株式を有する株主（以下「Ｊ種優先株主」という。）又はＪ種優先株式の登録

株式質権者（以下「Ｊ種登録株式質権者」という。）に対し、毎年３月31日の 終の株主名簿に記録された普

通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｊ種優先株式１株当たり、Ｊ種優先株式１株当たりの払込金額

（1,000円）に、それぞれの事業年度ごとに本項第２号に定める年率（以下「Ｊ種配当年率」という。）を乗

じて算出した額の配当金（円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。以下「Ｊ種優先

配当金」という。）を支払う。但し、当該事業年度において本条第４項に定めるＪ種優先中間配当金を支払っ

たときは、当該Ｊ種優先中間配当金を控除した額とする。 

②                      

                     （条文省略） 

④                      

 

（Ｊ種優先配当金） 

１．当会社は優先配当開始事業年度初日以降、第40条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年３月31日の 終の

株主名簿に記録されたＪ種優先株式を有する株主（以下「Ｊ種優先株主」という。）又はＪ種優先株式の登録

株式質権者（以下「Ｊ種登録株式質権者」という。）に対し、毎年３月31日の 終の株主名簿に記録された普

通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｊ種優先株式１株当たり、Ｊ種優先株式１株当たりの払込金額

（1,000円）に、それぞれの事業年度ごとに本項第２号に定める年率（以下「Ｊ種配当年率」という。）を乗

じて算出した額の配当金（円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。以下「Ｊ種優先

配当金」という。）を支払う。但し、当該事業年度において本条第２項に定めるＪ種優先中間配当金を支払っ

たときは、当該Ｊ種優先中間配当金を控除した額とする。 

②                     

                     （現行どおり） 

④                     

 

（新 設） 

（Ｊ種優先中間配当金） 

２．当会社は、優先配当開始事業年度初日以降、第41条に定める中間配当を行うときは、毎年９月30日の 終の

株主名簿に記録されたＪ種優先株主又はＪ種登録株式質権者に対し、毎年９月30日の 終の株主名簿に記録

された普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｊ種優先株式１株につき各事業年度におけるＪ種優先配

当金の２分の１の額の金銭（以下「Ｊ種優先中間配当金」という。）を支払う。 

 

（普通株式への転換を請求する権利） 

２．                    （条文省略） 

 

（普通株式への転換を請求する権利） 

３．                （変更案（その１）のとおり） 

 

（取得条項（強制転換）） 

３．                    （条文省略） 

 

（取得条項（強制転換）） 

４．                （変更案（その１）のとおり） 

（準用規定） 

４．第12条の２第２項（Ａ種優先中間配当金）、第３項（残余財産の分配）、第４項（議決権）、第７項（株式の

併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等）の規定は、Ｊ種優先株式にこれを準用する。この場合にお

いて、「Ａ種優先株式」とあるのは「Ｊ種優先株式」と、「Ａ種優先株主」とあるのは「Ｊ種優先株主」と、

「Ａ種登録株式質権者」とあるのは「Ｊ種登録株式質権者」と、「Ａ種優先配当金」とあるのは「Ｊ種優先優

先配当金」と「Ａ種優先中間配当金」とあるのは「Ｊ種優先中間配当金」と、「１株につき500円」とあるの

は「１株につき1,000円」と読み替えるものとする。 

 

（準用規定） 

５．第12条の２第３項（残余財産の分配）、第４項（議決権）、第６項（株式の併合又は分割、募集株式の割当て

を受ける権利等）の規定は、Ｊ種優先株式にこれを準用する。この場合において、「Ｉ種優先株式」とあるの

は「Ｊ種優先株式」と、「Ｉ種優先株主」とあるのは「Ｊ種優先株主」と、「Ｉ種登録株式質権者」とあるの

は「Ｊ種登録株式質権者」と読み替えるものとする。 

 

（優先順位） 

第12条の12                  （条文省略） 

 

（優先順位） 

第12条の４                 （現行どおり） 
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